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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御基板に設けた基板側コネクタを露出させるための開口部、及び被係止部を備えた基
板保護ケースと、該基板側コネクタに接続された該外部コネクタを覆うために前記基板保
護ケースに対して装着されるコネクタカバーと、該基板保護ケースをケース着脱経路に沿
って移動させることによって前記被係止部を着脱自在に係止する係止部を備えた遊技機本
体側のベース部材と、を備えた基板保護ケースの設置構造であって、
　前記ベース部材には、前記係止部により係止された前記基板保護ケースがケース離脱方
向へ移動することを阻止する移動阻止部が設けられており、
　前記コネクタカバーは、前記外部コネクタ、或いは該外部コネクタから延びるハーネス
の少なくとも一部を包囲するカバー本体と、前記基板保護ケース側に設けたカバー係止部
に対して該カバー本体を前記ケース離脱方向とは逆のカバー装着方向へ移動させることに
よって該カバー係止部により係止されるように該カバー装着方向へ突出したカバー被係止
部と、該カバー本体に配置され且つ該カバー装着方向とは逆方向のカバー離脱方向へ突出
したストッパ突起と、を備え、
　前記ベース部材には、前記コネクタカバーを装着した前記基板保護ケースを前記係止部
に係止した時に、前記ストッパ突起を嵌合して保持するストッパ部材を備え、
　前記移動阻止部が、前記係止部により係止された前記基板保護ケースの前記ケース離脱
方向への移動を阻止することにより、前記ストッパ突起が前記ストッパ部材から離脱でき
ないように構成したことを特徴とする基板保護ケースの設置構造。
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【請求項２】
　前記基板保護ケースは、前記制御基板を間に挟んで収容する開閉可能な２つのケース片
から成るケース本体と、該ケース本体と前記ベース部材との間に介在し且つ前記被係止部
を有した台座と、を備え、
　前記ケース本体は、前記台座に設けた軸支部に装着される被軸支部を有し、該軸支部に
該被軸支部が軸支された際に該ケース本体は前記台座に対して開閉自在となり、
　前記基板保護ケースに装着された前記コネクタカバーのストッパ突起が前記ストッパ部
材により保持されている時に、前記ケース本体は前記台座から開放方向へ回動できないよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１に記載の基板保護ケースの設置構造。
【請求項３】
　前記ベース部材は遊技盤であり、前記移動阻止部は前記遊技機本体側に設けられた部品
、ユニットであり、前記基板保護ケースを支持した前記遊技盤を前記遊技機本体に装着し
た際に前記移動阻止部が前記基板保護ケースに近接配置されるように構成したことを特徴
とする請求項１、又は２に記載の基板保護ケースの設置構造。
【請求項４】
　細幅帯状のカバー本体と、該カバー本体からその面方向と交差する方向へ突設され且つ
先端部が該カバー本体の長手方向に沿った一方向へ突出したＬ字状のカバー被係止部と、
該カバー本体から突設され且つ先端部が該カバー本体の長手方向に沿った前記一方向とは
逆方向へ突出したストッパ突起と、を備えたことを特徴とするコネクタカバー。
【請求項５】
　請求項１、２又は３の何れか一項に記載の基板保護ケースの設置構造を備えたことを特
徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機、スロットマシン等の各種遊技機に搭載された制御基板を収
容する基板保護ケースの改良に関し、特に不正行為者が基板保護ケース側に露出配置され
た基板側コネクタに対して接続されていた正規の外部コネクタを離脱させて不正な外部装
置等と接続された不正外部コネクタを基板側コネクタに接続して不正な信号を供給して遊
技を不正に進行させようとする行為を防止することができる基板保護ケースの設置構造、
コネクタカバー、及び遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機、スロットマシン等の各種遊技機に搭載されるＲＯＭを不正に取り換え
ることにより、遊技内容を遊技者に都合よく進行させて出球を獲得する不正行為が所謂ゴ
ト師によって行われ、その手法は巧妙化している。
　このような不具合に対処するためにＲＯＭを含んだ制御基板を基板保護ケース内に収容
して不正にＲＯＭを交換できないようにする対策が採られている（特許文献１）。
　一方、制御基板には、遊技機に搭載された他のプリント基板やホール側の制御装置（外
部装置）等との間で信号の授受を行うための基板側コネクタが配置され、他のプリント基
板や外部装置から延びるハーネスに固定された外部コネクタを基板側コネクタと接続して
いる。
　ところで、従来の基板側コネクタは外部コネクタとの着脱の利便性を考慮して、基板保
護ケースに設けた開口部から露出配置されていたため、不正なデータを制御基板に送信す
るために不正な制御装置から延びるハーネスに固定された外部コネクタを基板側コネクタ
に接続する不正行為が可能であった。例えば、不正データを制御基板に送信することによ
り遊技内容を自己に有利に進行させて出玉を獲得したり、図柄装置上の図柄を回転させる
回路に接続された基板側コネクタを利用して不正データを送信して図柄を不正に回転させ
続けたり、或いは、始動口を作動させる回路と接続された基板側コネクタを利用して始動
口を不正に作動させるためのデータを送信する等の不正行為が可能となる。
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【０００３】
　図１１は従来の基板保護ケースの構成を示す分解斜視図であり、図１２は図１１の拡大
図であり、図１３は基板保護ケースの組付け状態を示す斜視図である。
　基板保護ケース１００は、内部に制御基板１０５を収容するケース本体１０１と、ケー
ス本体１０１を回動自在に支持し且つ遊技機のベース部材１２０に組み付けられる台座１
１０と、コネクタカバー１１５と、から構成されている。この例では、台座１１０を支持
するベース部材１２０は、遊技機本体１２１に対して組み付けられる遊技盤１２２である
が、遊技盤１２２の背面に装備された他の電装部品支持部材により台座１２０を支持する
構成もある。
　ケース本体１０１は、閉止状態にある下ケース１０２と上ケース（ケース蓋）１０３と
の間に制御基板１０５を収容した状態でその周縁部を図示しないカシメ締結手段等によっ
て接合させた構成を備えている。
【０００４】
　ベース部材１２０は、係止用の穴から成る係止部１２０ａを複数個有し、台座１１０の
背面にＬ字状に突設した被係止部１１０ａを各係止部１２０ａ内に嵌合させてから台座１
１０を横方向へスライドさせることにより各係止部１２０ａに対する各被係止部１１０ａ
の装着を完了する。台座１１０の上端縁に設けた２つの軸部１１０ｂには、下ケース片１
０２の上端縁に設けた２つのフック部１０２ａが係合し、下ケース片１０２は軸部１１０
ｂを中心として上下方向へ回動自在に支持される。このため、制御基板１０５を間に挟ん
で下ケース片に対して上ケース片１０３を組付けることによりケース本体１０１が全体と
して上下方向へ回動自在となる。
　コネクタカバー１１５は、制御基板１０５の上側端縁に沿って配置された各基板側コネ
クタ１０６を露出させるために上ケース片１０３の上側端縁に沿って配列された開口部１
０３ａを覆う略長方形状のカバー本体１１５ａと、上ケース片１０３に設けた係止穴から
成るカバー係止部１０３ｂにより係止されるためにカバー本体に突出形成したカバー被係
止突起１１５ｂと、を有する。カバー被係止突起１１５ｂは、カバー本体を上ケース片に
対して矢印方向に装着することにより弾性変形しながらカバー係止部１０３ｂ内に圧入さ
れることによって係止されるように構成されている。
【０００５】
　図１３に示したように開口部１０３ａ内に露出した基板側コネクタ１０６の端子部に対
して図示しない外部装置等から延びるハーネス１３０の先端に固定された外部コネクタ１
３１を接続してから、コネクタカバー１１５を装着することにより外部コネクタをカバー
本体１１５ａにより隠蔽しつつ押さえ込むように構成されている。
　しかし、従来のコネクタカバーは、矢印で示したように上ケース片の外面と直交する方
向へ移動することにより上ケース片に対して着脱可能となっているに過ぎず、不正行為者
がコネクタカバーを取り外すことを妨げるための構成は採用されていない。従って、不正
行為者は、治具を用いてカバー被係止突起１１５ｂさえカバー係止部１０３ｂから取り外
せば、コネクタカバーを離脱させて正規外部コネクタ１３１を基板側コネクタ１０６から
外し、不正を目的とする外部装置と接続された不正外部コネクタを基板側コネクタと接続
させた上で、不正なデータを制御基板に送り込むことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１３０３５２公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上のように、従来の基板保護ケースにあっては、基板保護ケースに露出配置された基
板側コネクタに接続される外部コネクタを保護するコネクタカバーの取外しが極めて容易
になされ得る構成であったため、不正行為者が正規の外部コネクタに代えて不正な外部コ
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ネクタを接続することが容易であり、その結果不正データを制御基板に供給することによ
る遊技機の不正操作が可能であった。
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、不正行為者が基板保護ケース側に露出配置
された基板側コネクタに対して接続されていた正規の外部コネクタを離脱させて不正外部
コネクタを基板側コネクタに接続して不正なデータを供給して遊技を不正に進行させよう
とする行為を防止することができる基板保護ケースの設置構造、及び遊技機を提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る基板保護ケースの設置構造は、制御基
板に設けた基板側コネクタを露出させるための開口部、及び被係止部を備えた基板保護ケ
ースと、該基板側コネクタに接続された該外部コネクタを覆うために前記基板保護ケース
に対して装着されるコネクタカバーと、該基板保護ケースをケース着脱経路に沿って移動
させることによって前記被係止部を着脱自在に係止する係止部を備えた遊技機本体側のベ
ース部材と、を備えた基板保護ケースの設置構造であって、前記ベース部材には、前記係
止部により係止された前記基板保護ケースがケース離脱方向へ移動することを阻止する移
動阻止部が設けられており、前記コネクタカバーは、前記外部コネクタ、或いは該外部コ
ネクタから延びるハーネスの少なくとも一部を包囲するカバー本体と、前記基板保護ケー
ス側に設けたカバー係止部に対して該カバー本体を前記ケース離脱方向とは逆のカバー装
着方向へ移動させることによって該カバー係止部により係止されるように該カバー装着方
向へ突出したカバー被係止部と、該カバー本体に配置され且つ該カバー装着方向とは逆方
向のカバー離脱方向へ突出したストッパ突起と、を備え、前記ベース部材には、前記コネ
クタカバーを装着した前記基板保護ケースを前記係止部に係止した時に、前記ストッパ突
起を嵌合して保持するストッパ部材を備え、前記移動阻止部が、前記係止部により係止さ
れた前記基板保護ケースの前記ケース離脱方向への移動を阻止することにより、前記スト
ッパ突起が前記ストッパ部材から離脱できないように構成したことを特徴とする。
【０００９】
　遊技機の背面に設置される基板保護ケースには外部コネクタを着脱するための基板側コ
ネクタが露出配置されているため、正規の外部コネクタを不正外部コネクタと差し替えて
不正データを制御基板に供給することによる不正行為が行われる可能性がある。このよう
な不正行為を防止するために、外部コネクタの差し替えを防止するコネクタカバーを基板
保護ケースに装着することが行われているが、コネクタカバーさえ離脱させれば外部コネ
クタの差し替えは依然として可能であった。
　本発明では、基板保護ケースを係止するベース部材に、基板保護ケースの移動を規制す
る移動阻止部と、基板保護ケース上のコネクタカバーの離脱を阻止するストッパ部材を設
けたので、ベース部材を遊技機本体から離脱させない限り、コネクタカバーを取り外して
不正外部コネクタと差し替える行為を実施することが不可能となる。
【００１０】
　請求項２の発明に係る基板保護ケースの設置構造は、請求項１において、前記基板保護
ケースは、前記制御基板を間に挟んで収容する開閉可能な２つのケース片から成るケース
本体と、該ケース本体と前記ベース部材との間に介在し且つ前記被係止部を有した台座と
、を備え、前記ケース本体は、前記台座に設けた軸支部に装着される被軸支部を有し、該
軸支部に該被軸支部が軸支された際に該ケース本体は前記台座に対して開閉自在となり、
前記基板保護ケースに装着された前記コネクタカバーのストッパ突起が前記ストッパ部材
により保持されている時に、前記ケース本体は前記台座から開放方向へ回動できないよう
に構成されていることを特徴とする。
　ケース本体を台座に対して回動自在に軸支した場合であっても、この回動軸と同一軸心
状とはならない位置に設けたストッパ部材、ストッパ突起によってケース本体の開閉を阻
止することができる。このため、ケース本体を台座から離間させた上でのコネクタカバー
の離脱を防止することができる。
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　請求項３の発明に係る基板保護ケースの設置構造は、前記ベース部材は遊技盤であり、
前記移動阻止部は前記遊技機本体側に設けられた部品、ユニットであり、前記基板保護ケ
ースを支持した前記遊技盤を前記遊技機本体に装着した際に前記移動阻止部が前記基板保
護ケースに近接配置されるように構成したことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４の発明に係るコネクタカバーは、細幅帯状のカバー本体と、該カバー本体から
その面方向と交差する方向へ突設され且つ先端部が該カバー本体の長手方向に沿った一方
向へ突出したＬ字状のカバー被係止部と、該カバー本体から突設され且つ先端部が該カバ
ー本体の長手方向に沿った前記一方向とは逆方向へ突出したストッパ突起と、を備えたこ
とを特徴とする。
　請求項５の発明に係る遊技機は、請求項１、２、又は３の何れか一項に記載の基板保護
ケースの設置構造を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、基板保護ケースを係止するベース部材に、基板保護ケースの移動を規制す
る移動阻止部と、基板保護ケース上のコネクタカバーの離脱を阻止するストッパ部材を設
けたので、ベース部材を遊技機本体から離脱させない限り、コネクタカバーを取り外して
不正外部コネクタと差し替える行為を実施することが不可能となる。つまり、不正行為者
が基板保護ケース側に露出配置された基板側コネクタに対して接続されていた正規の外部
コネクタを離脱させて不正外部コネクタを基板側コネクタに接続して不正なデータを供給
して遊技を不正に進行させようとする行為を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の基板保護ケースの設置構造を備えたパチンコ遊技機の背面図である。
【図２】パチンコ遊技機の主要構成要素を含む基板保護ケースの分解斜視図である。
【図３】基板保護ケースの分解斜視図である。
【図４】基板保護ケースに対してコネクタカバーを取り付ける手順を示す斜視図である。
【図５】基板保護ケースに対してコネクタカバーを取り付ける手順を示す斜視図である。
【図６】（ａ）（ｂ）はコネクタカバーの外観を示す斜視図である。
【図７】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）はコネクタカバーの正面図、平面図、及び底面図である
。
【図８】コネクタカバーを装着した基板保護ケースをベース部材に対して装着する手順を
説明する背面側斜視図である。
【図９】コネクタカバーを装着した基板保護ケースをベース部材に対して装着する手順を
説明する他の斜視図である。
【図１０】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）はコネクタカバーを装着した基板保護ケースをベース
部材に対して装着する手順を示す背面図である。
【図１１】従来の基板保護ケースの構成を示す分解斜視図である。
【図１２】図１１の拡大図である。
【図１３】基板保護ケースの組付け状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は本発明の基板保護ケースの設置構造を備えたパチンコ遊技機の背面図であり、図
２はこのパチンコ遊技機の主要構成要素を含む基板保護ケースの分解斜視図であり、図３
は基板保護ケースの分解斜視図であり、図４及び図５は基板保護ケースに対してコネクタ
カバーを取り付ける手順を示す斜視図であり、図６（ａ）及び（ｂ）はコネクタカバーの
外観を示す斜視図であり、図７（ａ）（ｂ）及び（ｃ）はコネクタカバーの正面図、平面
図、及び底面図であり、図８はコネクタカバーを装着した基板保護ケースをベース部材に
対して装着する手順を説明する背面側斜視図であり、図９はコネクタカバーを装着した基
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板保護ケースをベース部材に対して装着する手順を説明する他の斜視図であり、図１０（
ａ）（ｂ）及び（ｃ）はコネクタカバーを装着した基板保護ケースをベース部材に対して
装着する手順を示す背面図である。
【００１５】
　本発明に係る基板保護ケースの設置構造１は、パチンコ遊技機等の遊技機本体（枠体）
７０に対して背面側（後面側）から組み付けられるベース部材２と、ベース部材２の背面
に着脱自在に組み付けられる基板保護ケース２０と、基板保護ケース２０に対して着脱自
在に装着されるコネクタカバー５０と、ベース部材２に設けられて係止部３により係止さ
れた基板保護ケース２０がケース装着方向Ａへ移動することを阻止するストッパ部材５と
、ベース部材２に組み付けられた基板保護ケース２０の移動を阻止する移動阻止部材（移
動阻止部）６０と、から概略構成されている。
　遊技機本体７０に設けた開口７１内にはベニヤ板、アクリル板等から成る遊技盤２から
成るベース部材２が装着される。ベース部材２の背面に対しては基板保護ケース２０が着
脱自在に装着される。ベース部材２の背面に基板保護ケース２０を装着した際には、ベー
ス部材背面に突設された移動阻止部材６０が基板保護ケースの横方向（離脱方向）への移
動を常時阻止しており、ベース部材２を遊技機本体７０から離脱させて移動阻止部材と基
板保護ケースとの係合を解除しない限り、基板保護ケース２０だけをベース部材２から離
脱させることが困難な構成となっている。
　なお、基板保護ケース２０を装着する対象物としてのベース部材２は、遊技盤自体であ
る必要はなく、遊技盤に固定された電装部品支持部材であってもよい。
【００１６】
　基板保護ケース２０は、ＲＯＭを始めとした電子部品を搭載した制御基板（プリント基
板）４０を内部に収容した状態でベース部材２の背面に組み付けられる。即ち、基板保護
ケース２０は、ベース部材２に設けた係止部３により係止されることによりベース部材に
直接組み付けられる台座２１と、制御基板４０を内部に収容した状態で台座２１によって
上下方向へ開閉自在に軸支されたケース本体２５と、を備えている。ケース本体２５は、
制御基板４０を間に挟んだ状態で内部に収容する透明な樹脂製の２つのケース片（下ケー
ス片２６、上ケース片３０）と、を備えている。両ケース片２６、３０は、開閉自在であ
り、両ケース片が閉止状態にあるときにカシメ穴２６ａ、３０ａ内に図示しないカシメピ
ンを圧入することにより締結固定される。
　ケース本体２５を構成する下ケース片２６は、台座２１に設けた軸支部（軸部）２１ａ
に対して装着される被軸支部（フック部）２６ｂを有し、軸支部２１ａに被軸支部２６ｂ
が軸支された際にケース本体２５は台座２１に対して、上端縁を回動中心として上下方向
（図４のイ・ロ方向）へ開閉自在となる。
【００１７】
　台座２１は、ベース部材２に対してケース本体２５を取り付けるための連結手段であり
、ケース本体２５は軸支部２１ａを中心として上方向（イ）及び下方向（ロ）へ回動する
。制御基板４０を収容したケース本体２５は、下ケース片２６を台座２１を介してパチン
コ遊技機等の遊技盤の背面（ベース部材２）に添設させた状態で組み付けられるため、遊
技盤の背面側から上ケース片３０を通して内部の制御基板面に搭載された電子部品を視認
することができる。また、台座２１の上部に位置する軸支部２１ａを中心としてケース本
体２５を上方（イ）に回動させることにより、透明な下ケース片２６の底面からケース本
体内部を確認することができる。
　但し、後述するように本発明においては、ベース部材２を遊技機本体７０から取り外さ
ない限り、台座２１に対してケース本体２５を開放方向へ回動させることはできないよう
に構成されている。ケース本体２５を台座２１側に閉じた状態では、後述するストッパ部
材５と移動阻止部材６０が障害となって、ケース装着方向Ａ、及びケース離脱方向Ｂへの
移動が禁止されるからである。
【００１８】
　本発明に係る基板保護ケースの設置構造１の更に詳細な特徴は、ベース部材２に係止さ
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れる台座２１と、外部コネクタ８０を着脱できるように基板側コネクタ４１を露出させる
開口部３１、及び被係止部２２を備え、且つ制御基板４０を収容するケース本体２５と、
基板側コネクタ４１に接続された外部コネクタ８０（ハーネス８１）の少なくとも一部を
覆うために基板保護ケース２０（ケース本体２５）に対して装着されるコネクタカバー５
０と、基板保護ケースをケース着脱経路Ａ・Ｂ（図２）に沿って往復動させることによっ
て被係止部２２を着脱自在に係止する係止部３を備えた遊技機本体側のベース部材２と、
ベース部材２に設けられて係止部３により係止された基板保護ケース２０（コネクタカバ
ー５０）がケース装着方向Ａ（カバー離脱方向Ｄ）へ移動することを阻止するストッパ部
材５と、ベース部材２に設けられて係止部３により係止された基板保護ケース２０がケー
ス離脱方向Ｂへ移動することを阻止する移動阻止部材（移動阻止部）６０と、を備えた構
成にある。
　移動阻止部材（移動阻止部）６０をベース部材にネジ止めにより固定する場合、背面側
からドライバー等を用いてネジを取外しできないように構成するのが好ましい。例えば、
ベース部材の前面からでないとネジを取り外しできないように構成する。
　なお、移動阻止部材６０はベース部材２に固定されている必要はなく、ベース部材の前
方に位置する他の部材に固定された移動阻止部材がベース部材に設けた開口から後方へ突
出していてもよい。
【００１９】
　また、移動阻止部材（移動阻止部）６０は、基板保護ケースの移動を阻止するためだけ
に設けた専用部材である必要はなく、遊技盤、或いは遊技盤が装着される遊技機の枠体側
に予め設けられている部品、ユニット、例えば遊技球払出し通路、賞球払出し装置等であ
ってもよい。即ち、遊技機を組み付ける際には、枠体の前面側からその内部に、基板保護
ケースを取り付けた状態にある遊技盤を装着するが、枠体側には移動阻止部材６０となり
得る各種部品やユニットが予め固定配置されている。このため、遊技盤を枠体に装着した
際に基板保護ケースの近傍に移動阻止部材６０となる部品、ユニットが位置するように予
めレイアウトしておけばよい。
【００２０】
　コネクタカバー５０は、全ての外部コネクタ８０を包囲するに足りる形状、寸法を有し
た板状のカバー本体５１と、基板保護ケース側に設けたカバー係止部（係止穴）３２に対
してカバー本体５１をケース離脱方向Ｂと並行なカバー装着方向Ｃへ移動させることによ
ってカバー係止部３２により係止されるように先端部がカバー装着方向Ｃへ突出したカバ
ー被係止部（カバー被係止突起）５２と、カバー被係止部５２よりもカバー離脱方向Ｄ（
ケース装着方向Ａと並行な方向）寄りのカバー本体端部に配置され且つカバー離脱方向Ｄ
へ突出したストッパ突起５３と、を備えている。なお、ストッパ突起５３の形成位置は、
カバー本体端部に限らず、カバー本体の適所であればよい。
　カバー被係止部５２は、全体としては、カバー本体５１の面方向と交差（直交）する方
向へ突出している。
　更に、ベース部材２には、コネクタカバー５０を装着した基板保護ケース２０を係止部
３に係止した時に、ストッパ突起５３を嵌合して保持する穴５ａを有したストッパ部材５
を設け、移動阻止部材６０が、係止部３により係止された基板保護ケースのケース離脱方
向Ｂへの移動を阻止することにより、ストッパ突起５３がストッパ部材５から離脱できな
いように構成している。
　ベース部材２に設けた係止部３と、基板保護ケース２０（台座２１）に設けた被係止部
２２とから成る係止機構は、図８、図９に示すように矩形の係止穴から成る係止部３内に
、Ｌ字状の突起から成る被係止部２２を差し込んでからケース装着方向Ａに移動させるこ
とにより係止状態となり、基板保護ケースをケース離脱方向Ｂへ移動させない限り基板保
護ケースをベース部材から離脱させ得る状態とはならない。
【００２１】
　図６、及び図７に示した構成を備えたコネクタカバー５０は、図４、図５に示すように
、カバー本体５１と、基板保護ケース側に設けたカバー係止部（係止穴）３２により係止
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されるＬ字状のカバー被係止部５２と、ベース部材２に設けられたストッパ部材５に設け
た穴５ａ内に嵌合するストッパ突起５３と、を備えている。
　穴状のカバー係止部３２とＬ字突起状のカバー被係止部５２とからなるカバー係止機構
は、カバー係止部３２内にカバー被係止部５２を嵌合させてからケース装着方向Ａとは逆
のカバー装着方向Ｃ（ケース離脱方向Ｂと並行な方向）へコネクタカバー５０を移動させ
ることにより、上ケース片３０に対して係止状態となるように構成されている。この係止
状態において、コネクタカバー５０をケース装着方向Ａと並行なカバー離脱方向Ｄへ移動
させることにより、コネクタカバーは上ケース片３０から離脱可能な状態となる。
【００２２】
　コネクタカバー５０は、カバー本体５１をカバー装着方向Ｃへ移動させることによって
カバー係止部３２により係止されるようにカバー装着方向Ｃへ向けて先端部が突出したＬ
字状のカバー被係止部５２と、カバー被係止部５２よりもカバー離脱方向Ｄ寄りのカバー
本体端部に配置され且つ先端部がカバー離脱方向Ｄへ突出したストッパ突起５３と、を備
えている。
　各カバー被係止部５２の先端部とは逆方向（カバー離脱方向Ｄ）に向けて突出したスト
ッパ突起５３は、基板保護ケース２０をベース部材２に装着完了したときにストッパ部材
５の穴５ａ内に嵌合するように構成されている。
【００２３】
　従って、基板保護ケースが移動阻止部材６０によってケース離脱方向Ｂへの移動を禁止
されている状態においては、ストッパ突起５３はストッパ部材の穴５ａから離脱できない
ため、コネクタカバー５０をカバー離脱方向Ｄへ移動できず、コネクタカバーをケース本
体２５から離脱させることはできない。
　なお、台座２１に設けた軸支部２１ａとストッパ突起５３は高さ位置が異なる（同一軸
線上にない）ため、ストッパ突起をストッパ部材５に嵌合した状態では、軸支部２１ａを
中心としてケース本体２５を上方向（イ）へ回動させることは不可能となる。このため、
ベース部材２と共に基板保護ケースを遊技機本体７０から取り外さない限り、コネクタカ
バーをケース本体から取り外すことはできない。
　図５のようにコネクタカバー５０をケース本体２５（上ケース片３０）に係止した際に
はカバー本体５１が基板側コネクタ４１に接続された外部コネクタ８０及びハーネス８１
を押えつつ隠蔽するため、コネクタカバー５０を除去しない限り、正規の外部コネクタ８
０を取り外して不正な外部コネクタを接続することはできない。
【００２４】
　図１０（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は、ケース本体２５にコネクタカバー５０を装着した基
板保護ケース２０をベース部材２に取り付ける手順を示している。
　ベース部材２に基板保護ケース２０を取り付ける際には、ベース部材２を遊技機本体７
０から離脱させ、且つ移動阻止部材６０をベース部材２に取り付けない状態で行う。
　即ち、まず図１０（ａ）に示すようにベース部材２に移動阻止部材６０を配置しない状
態で基板保護ケース２０を構成する台座２１に設けた被係止部２２をベース部材に設けた
係止部３内に差し込んでからケース装着方向Ａへ移動させて係止を完了する。このとき、
コネクタカバー５０のストッパ突起５３がベース部材側のストッパ部材５により保持され
た状態となっている（（ｂ））。
　このように基板保護ケース２０をセット位置に位置決め完了した後で、破線で示した移
動阻止部材設置箇所６０ａに移動阻止部材６０を固定（突設）することにより、ベース部
材２上に対する基板保護ケース２０の設置が完了する（（ｂ））。この状態では、基板保
護ケース２０はケース離脱方向Ｂへの移動を規制されているため、ストッパ部材５により
移動を規制されたコネクタカバーだけをカバー離脱方向Ｄへ移動させてケース本体２５か
ら離脱させることは不可能となる。このため、基板側コネクタ４１に接続された外部コネ
クタ８０を取り外して不正外部コネクタと差し替えることは不可能となる。
　基板保護ケースをベース部材から取り外す場合には、まず、基板保護ケースを保持した
ベース部材２を遊技機本体７０から取り外すことにより、ベース部材２から移動阻止部材
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この状態では基板保護ケースをケース離脱方向Ｂへ移動させることが可能となっているた
め、コネクタカバー５０をケース本体２５から離脱させることも可能となる。
【００２５】
　以上のように本発明では、基板保護ケース２０をベース部材２に対して装着した状態（
基板保護ケースとベース部材とが近接した状態）において、基板保護ケース（ケース本体
２５）をケース離脱方向Ｂへ移動しない限りコネクタカバーに設けたストッパ突起５３が
ストッパ部材５から離脱することができないように構成し、更に移動阻止部材６０が基板
保護ケース２０（ケース本体２５）をケース離脱方向Ｂへ移動させることを阻止するよう
に構成したため、ベース部材２を遊技機本体７０から離脱させない限り、不正行為者はコ
ネクタカバーを離脱させることができない。
　なお、ベース部材２を遊技機本体７０から離脱させない場合であっても、仮にケース本
体２５を軸支部２１ａを中心として上方向（イ）に回動させて台座２１（移動阻止部材６
０）から離間させることができれば、軸支部２１ａに沿ってケース本体２５をケース離脱
方向Ｂへ移動させてベース部材から基板保護ケース２０を離間させることが可能となる。
このため、コネクタカバーのストッパ突起５３をストッパ部材の穴５ａから離脱させてケ
ース本体からコネクタカバーを離脱させることができる筈である。しかし、本実施形態に
おいては、ベース部材２上に基板保護ケース２０をセットした状態では、コネクタカバー
のストッパ突起５３がベース部材側のストッパ部材５により保持され続けているため、ス
トッパ突起とストッパ部材が障害となってケース本体２５を開放方向へ回動させることが
できない。従って、コネクタカバーを取り外すことは不可能となる。
　なお、正規外部コネクタを不正な外部コネクタと差し替える不正行為が、遊技場の営業
中に行われる場合には、不正行為に費やせる時間は僅かしかないため、本実施形態のよう
にコネクタカバーを取り外すための障害物を設けることにより、不正行為を効果的に阻止
することが可能となる。
　また、上記実施形態では、ケース装着・離脱方向を横方向としたが、上下方向、斜め方
向、その他の方向であってもよいことは勿論である。
【００２６】
　以上のように本発明においては、基板保護ケースを係止するベース部材に、基板保護ケ
ースの移動を規制する移動阻止部材と、基板保護ケース上のコネクタカバーの離脱を阻止
するストッパ部材を設けたので、ベース部材を遊技機本体から離脱させない限り、コネク
タカバーを取り外して不正外部コネクタと差し替える行為を実施することが不可能となる
。つまり、不正行為者が基板保護ケース側に露出配置された基板側コネクタに対して接続
されていた正規の外部コネクタを離脱させて不正外部コネクタを基板側コネクタに接続し
て不正なデータを供給して遊技を不正に進行させようとする行為を防止することができる
。
　本発明に係る基板保護ケースは、パチンコ遊技機、スロットマシン等の遊技機に装備さ
れる制御基板を収容する手段として利用可能である。
【符号の説明】
【００２７】
　１…基板保護ケースの設置構造、２…ベース部材、３…係止部、５…ストッパ部材、５
ａ…穴、２０…基板保護ケース、２１…台座、２１ａ…軸支部、２２…被係止部、２５…
ケース本体、２６…下ケース片、２６ａ…カシメ穴、２６ｂ…被軸支部、３０…上ケース
片、３１…開口部、３２…カバー係止部、４０…制御基板、４１…基板側コネクタ、５０
…コネクタカバー、５１…カバー本体、５２…カバー被係止部（カバー被係止突起）、５
３…ストッパ突起、６０…移動阻止部材、６０ａ…移動阻止部材設置箇所、７０…遊技機
本体（枠体）、７１…開口、８０…外部コネクタ、８１…ハーネス
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